
 

 

 

 

 

 

多摩地区 

第 1.2.3.4.5.6.7.8.9 支部 

税務研修会・報告会 
 

 

 

 

と き : 令和 4 年 5 月 18 日(水)午後 4 時 00 分 

と こ ろ : 京王クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人日野法人会 

  



 

 

 

 

次    第 

 

 

第 1 部税務研修会 16:00～16：40 

 

1 開会の辞 

 

2 講師紹介 

 

3 研修会 

テーマ：「インボイス制度について」 

講 師：日野税務署法人課税第一部門 三池上席国税調査官 

 

4 閉会の辞 

 

 

 

第 2 部報告会 16:40～17:00 

 

1 開会の辞 

 

2 支部長挨拶 

 

3 報告事項  

1) 令和 3 年度事業報告 

2) 令和 4 年度事業計画 

 

 

4 ご来賓紹介・挨拶 

 

5 閉会の辞 

 

第 3 部交流会 17:00～ 
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I. 令和 3 年度事業報告(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日) 
 
1. 支部報告会の開催 

新型コロナウィルス感染拡大のため、報告会の開催を中止し「活動報告」資

料を法人会ホームページへ掲載し、会員各位への報告に代えた。 

掲載内容 

(1) 令和 2 年度事業報告 

(2) 令和 3 年度事業計画報告 

(3) 任期満了に伴う役員改選 

 

2. 支部事業の開催 
(1) 税務研修会 

年間 2 回の開催を予定したが、新型コロナ感染拡大の影響によりやむを得ず

開催を断念した。 

(2) 交流会 

上記と同じく会員の安心安全を第一に考慮し、開催を断念した。 

 

3. 地区事業への参加 
(1) 地区役員会 

4 月 19 日 於：多摩カルチャーセンター聖蹟桜ヶ丘 

10 月 19 日 於：関戸公民館 

12 月 10 日 於：つむぎ館 

1 月 25 日 於：つむぎ館 

3 月 22 日 於：つむぎ館 

  

(2) 東日本大震災復興支援「せいせき桜まつり」 

新型コロナウィルス感染拡大のため、開催が中止された。 

 

(3) 市長講演会・交流会 

2 月 4 日に開催を予定したが、新型コロナウィルス感染拡大のため、開催が

中止された。 

 

(4) 日帰り研修会 

3 月 30 日に開催を予定したが、新型コロナウィルス感染拡大のため、開催が

中止された。 

 

(5) 年末調整説明会 

11 月 9 日 於：関戸公民館 
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4. 本部事業への参加 

(1) 会員増強加入勧奨に、年間を通して積極的に取り組んだ。 

【別紙資料参照】 

(2) 本部総会 

新型コロナウィルス感染拡大のため、正会員のみが出席する縮小型総会と

して開催した。 

5 月 25 日 ｢第 11 回通常総会｣ 於:京王プラザホテル多摩 

  46 名 

 

(3) 賀詞交歓会等 

1 月 6 日  於：京王プラザホテル多摩 

【第1部】 新春講演会 156 名 

【第2部】 賀詞交歓会 124 名 

新型コロナウィルス感染拡大のため、交流会は中止とし、抽選会を開催 
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(4) 租税教育事業 

ぜいきんウォークラリーin よみうりランド 

新型コロナウィルス感染拡大のため、開催が中止された。 

 

(5) 地域社会貢献事業 

チャリティーゴルフ大会 

12 月 21 日 於：桜ヶ丘カントリークラブ 

   39 名 

新型コロナウィルス感染拡大のため、規模を縮小(10 組・39 名)し、表彰式

及び交流会なしで開催 

 

(6) 税を考える週間協賛事業 

日野税務署長講演会 

新型コロナウィルス感染拡大のため、開催が中止された。 

 

5. 支部再編成の検討 

法人会の魅力を増大させる施策として支部活動の活性化を目的とした「支部

組織の再編成」を検討し、令和 5 年度から新たな支部体制で活動することと

した。 

【別紙参照】 
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別紙 
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支部再編成の概要(令和 5 年度体制) 
  

【日野地区】 

再編成 

【日野地区】 

現状 
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  【多摩地区】 

再編成 

【多摩地区】 

現状 
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  【稲城地区】 

現状と変更なし 
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II. 令和 4 年度事業計画 

(令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日) 

 

1. 支部事業活動方針 

 

公益社団法人日野法人会の活動方針に則り、事業計画の遂行に全面協力し、

併せて、支部会員の資質の向上を図る。 

また、次年度の支部再編に備え、役員候補者の先行的な人事調整を実施する。 

この際、会員の安心安全を第一に重視して感染予防対策を万全にするととも

に、感染拡大状況を注視し、事業の開催可否を柔軟に判断する。 

 

2. 支部事業計画 

 

(1) 税務研修会の開催 

支部の企画により、会員の資質の向上を図るため、税務研修会・講演会を開

催する。(年 2 回開催) 

(2) 交流事業の開催 

会員相互の親睦・交流を深めるための事業を開催する。 

(3) その他 

ア 支部組織の再編成及び改選期に備え、運営体制を万全とするため、役員要

員の人事調整について先行的に推進する。 

イ 年間を通して会員増強運動を積極的に推進する。 

ウ 法人会の目的を達成するために必要な事業。 


